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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．「全国労働衛生週間」の取組をお願いします 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「全国労働衛生週間」は、昭和25年の第1回実施

以来、今年で第70回を迎えます。 

準備期間：令和元年9月1日～令和元年9月30日 

本 週 間：令和元年10月1日～令和元年10月7日 

今年のスローガンは、「健康づくりは 人づくり 

みんなでつくる健康職場」であり、企業の皆様には

、健康づくりのための自主的な活動に積極的に取り

組まれるようお願いします。 

また、9月は「職場の健康診断実施強化月間」で

もあり、適切な健康診断の実施と事後措置のための

積極的な取組をお願いします。 

健康であることは、働く上での基本です。 

職場で一丸となって健康確保対策を進めることで

、誰もが安心して健康に働ける職場を築いていきま

しょう。 

 詳しくは、宮城労働局のホームページをご覧くだ

さい（URLは次のとおりです。）。 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/content/contents/000497973.pdf 

 

【お問合せ先】 健康安全課（022-299-8839） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．免許証送付用封筒に貼付する切手の金額変更 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

消費税率の改定に伴い、免許証発送のための郵便

料金が引き上げられることとなっています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000497973.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000497973.pdf
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労働安全衛生法に基づく免許証の発送には時間を

要するため、免許証の送付が10月１日以降となる予

定の申請（申請日が9月17日以降のもの）につきま

しては、改定後の郵便料金404円分の郵便切手を貼

付していただくようお願いします。 

 

●免許証送付用封筒に貼付する切手の金額の変更に

ついて  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000104880.html 

 

【お問合せ先】 健康安全課（022-299-8839） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．宮城県最低賃金の改正 ～時間額824円に～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 県内の事業所で働くすべての労働者（臨時、パー

ト、アルバイト等を含む）に適用される宮城県最低

賃金が、令和元年10月１日から26円引き上げられ、

824円に改正されます。 

 現在の賃金額をご確認の上で、本年10月１日以降

の賃金の支払いについて適切な運用がなされますよ

う、ご協力願います。 

 

【お問合せ先】 賃金室（022-299-8841） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．障害者就職面接会開催（令和元年9月・10月）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 宮城県内では、6月末現在で約4,100名の障害者の

方が仕事を求めています。宮城労働局では、毎年9

月の「障害者雇用支援月間」を中心に県内4地域（

仙台会場、石巻会場、大崎会場、多賀城会場）にお

いて、宮城県や地元自治体及び関係機関等との共催

で、障害者の雇用促進を目的とした「障害者就職面

接会」を開催します。 

 障害者の雇用を考えている事業所の方、就職を希

望している障害者の方の多くの参加をお待ちしてお

ります。  

 

●面接会特設ページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/redirectpage20190730shougaishamens

etsukai.html 

 

【お問合せ先】 職業対策課 電話022-299-8062 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000104880.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000104880.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20190730shougaishamensetsukai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20190730shougaishamensetsukai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirectpage20190730shougaishamensetsukai.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５．令和初「子育てサポート企業」として新たに２

社を【くるみん認定】しました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

宮城労働局では、次世代育成支援対策推進法に基づ

き、新たに以下の２社を【くるみん認定】し、令和 

元年７月１９日に宮城労働局長より認定通知書を交

付しました。 

 

【認定企業】 

・株式会社 復建技術コンサルタント 

・株式会社 エコプラス 

 

 

【くるみん認定】は、従業員の子育て支援に積極的

に取り組んでいる企業「子育てサポート企業」とし

て、次世代育成支援のための行動計画を達成した企

業のうち、一定の基準を満たした企業を認定する制

度です。 

今回の認定により、宮城県内の【くるみん認定】企

業は３１社となりました。 

 

●認定企業の詳細と宮城県内の認定企業一覧 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/120/124/12441.html 

 

【お問合せ先】雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141_2019.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?

ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が22文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/124/12441.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/124/12441.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2019.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2019.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

